
10月19日提示分

【参考②】

NO 開催日 調査・審議事項 内容 ご意見 事務局対応

1 平成28年8月22日 策定方針 事務局説明

策定方針の策定プロセスのご説明が主でしたが、内容

面をもっとお聞きしたかったです。（総合戦略概要版Ｐ２

の「現状、課題」のように）第１次計画の継続課題等

第１回の審議会につきましては、ご指摘の

ように策定プロセスの説明が主でしたが、ス

ケジュールに記載のとおり次回審議会にお

いて、基礎調査結果や市民意識調査に基

づく現状、課題まではお示しできる予定で

す。

2 平成28年8月22日 策定方針

４．策定体制

（１）市民参画

各種団体意見聴取⇒任意に抽出

①協働・市民交流②防災・防犯③医療・保健・福祉④

教育・文化 ⑤都市基盤 ⑥農業・産業振興　⑦生活環

境⑧自然環境　 等各分野の中で抽出し職能団体にも

聴取行う。

第２回審議会

３．議事

（５）各種団体へのインタビューの実施につ

いて【資料４】により意見聴取を行い、さらに

ワールドカフェやワークショップへの参画を

依頼し、多くの意見をいただく予定です。

3 平成28年8月22日 策定方針

５．策定スケジュール

市民アンケートの実施（課題抽出）

課題抽出時においては、現状を把握し問題点の多い事

象（母数）毎に整理し解決策を計る。

市民意識調査をはじめ市民（職員）ワールド

カフェやワークショップを通じた課題の抽出・

整理を行った後、分野別の策定作業班や審

議会（分科会）において課題解決に向けた

方向性や計画内容を検討する策定体制とし

たい。

4 平成28年8月22日 策定方針

４．策定体制

（１）市民の参画

長期総合計画審議会の設置

審議会に専門部会の設置

第２回審議会

３．議事

（２）分科会実施方法の検討について【資料

１】により議論いただく

5 平成28年8月22日 策定方針

４．策定体制

（１）職員の参画

長期総合計画本部の設置

若手市職員の参画と、その意見が反映される計画づく

りの検討

左記の意見をいただき、庁議において、若

手職員はもちろん全庁的な職員の意識高揚

と積極的な参画を本部長（副市長）名で指

示。取り組みとしては、まず、１０月２４日

（月）に採用後１０年以内の市職員で構成す

る職員ワークショップの開催、同２６日（水）

に策定作業班への現行計画検証作業説明

会の開催を予定
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